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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第152期

第１四半期
連結累計期間

第153期
第１四半期
連結累計期間

第152期

会計期間
自 2017年４月１日
至 2017年６月30日

自 2018年４月１日
至 2018年６月30日

自 2017年４月１日
至 2018年３月31日

売上高 （百万円） 131,694 132,451 592,301

経常利益 （百万円） 8,303 8,031 54,376

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 4,842 4,863 36,798

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 3,655 374 49,178

純資産額 （百万円） 302,733 336,082 342,219

総資産額 （百万円） 529,786 548,942 564,319

１株当たり四半期（当期）純

利益
（円） 28.63 28.73 217.50

潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益
（円） 28.55 28.67 216.96

自己資本比率 （％） 55.6 59.8 59.1

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ていません。

２．売上高には消費税等は含まれていません。

３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経

営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。

 

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、セグメントごとの主要な関係会社における異動は以下のとおりです。

 

＜日本住設事業＞

当第１四半期連結会計期間において、ＴＯＴＯエンジニアリング株式会社とＴＯＴＯアクエア株式会社を統合

し、ＴＯＴＯアクアエンジ株式会社に社名変更しています。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。

 

（１）財政状態及び経営成績の状況

①当第１四半期連結累計期間の状況

当第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）におけるわが国の経済は、緩やかな回復

基調が続きました。また、世界経済も全体としては緩やかな回復が続きました。

このような事業環境の中、当社グループは、2018年度から始まる５カ年の中期経営計画「ＴＯＴＯ ＷＩＬＬ２０

２２」（以下「ＷＩＬＬ２０２２」という）に基づき、「日本」「中国・アジア」「米州・欧州」の３つの事業で

構成される「グローバル住設事業」と「セラミック」「環境建材」で構成される「新領域事業」の２つの事業軸で

活動を推進しました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高に関しては１，３２４億５千１百万円（前年同四半期比

０．６％増）となりました。

一方、利益面では、営業利益が６３億８千１百万円（前年同四半期比８．６％減）、経常利益が８０億３千１百

万円（前年同四半期比３．３％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益が４８億６千３百万円（前年同四半期比

０．４％増）となりました。

総資産は、前連結会計年度末に比べ、１５３億７千６百万円減少しました。主な内容は、現金及び預金が２０７

億３千９百万円の減少、受取手形及び売掛金が１０４億９千４百万円の減少、商品及び製品が６８億５千４百万円

の増加、その他流動資産が４３億１千６百万円の増加、建物及び構築物が１７億１千２百万円の増加となっていま

す。

また、負債は、前連結会計年度末に比べ、９２億３千９百万円減少しました。主な内容は、支払手形及び買掛金

が１０８億４千９百万円の減少、退職給付に係る負債が６２億１千万円の減少、その他流動負債がコマーシャル・

ペーパーの増加等により８０億９百万円の増加となっています。

 

②セグメントの業績

セグメントごとの売上高については、外部顧客への売上高を記載しています。

 

ａ．グローバル住設事業

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が１,２５１億８千６百万円（前年同四半期比０.１％減）、営業利

益が７１億３千９百万円（前年同四半期比９．２％減）となりました。

 

＜日本住設事業＞

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が９４４億２千１百万円（前年同四半期比０．６％減）、営業利益

が１４億９千４百万円（前年同四半期比３３．９％減）となりました。

 

当社グループにおいては、リモデルは増収、新築は減収となりました。

ＴＯＴＯ、ＤＡＩＫＥＮ、ＹＫＫ ＡＰでは、快適性と環境配慮を両立するリフォーム「グリーンリモデル」を引

き続き推進しています。

2018年５月、ＴＤＹ３社共同で「ＴＤＹ リモデルコレクション２０１８」を幕張メッセで開催しました。ＴＤ

Ｙ３社に加え住宅関連メーカー及びエネルギー会社とコラボレーションし、ライフスタイルや世代、家族構成や趣

味、ニーズ、年代などに合わせたリモデルの提案を実施しました。

また、増加している訪日外国人観光客の目に触れるトイレの提案強化をすることで、「ウォシュレット」の訴求

機会を増やし、国内だけでなく海外での購買につなげる活動を強化しています。
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＜中国・アジア住設事業＞

（中国）

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が１６０億２千２百万円（前年同四半期比６．３％増）、営業利益

が４３億３千８百万円（前年同四半期比１０．７％増）となりました。

 

当社グループにおいては、一級都市をはじめとする都市部を中心に、市場環境や消費者の購買行動の変化などに

注視しつつ、高級ブランドとしての強みを活用し、事業活動を推進しています。

また、中国国内の長期的な市場成長による需要増に対応するため、効率的な生産・最適な供給体制の構築を進め

ています。

加えて、「ウォシュレット」のプロモーション強化を通じて普及拡大に努めています。

 

（アジア・オセアニア）

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が６４億円（前年同四半期比５．３％減）、営業利益が１３億２千

７百万円（前年同四半期比２．７％減）となりました。

 

当社グループにおいては、世界の供給基地としてベトナム、タイでの生産体制を充実させると共に、新興国市場

での販売力を強化しています。また、ベトナムや台湾では、高級ブランドとしての認知を活かした事業活動を推進

しています。

・ベトナムでは、市場の成長に合わせて、５スターホテルや高級コンドミニアムなどの著名物件や、個別散在物件

の受注強化のため、販売網の強化やアフターサービス体制の整備に取り組んでいます。

・台湾では、新築住宅着工に依存しない販売体制確立に向け、積極的なプロモーションの展開により、「ウォシュ

レット」の普及に努めています。

 

＜米州・欧州住設事業＞

（米州）

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が７３億６千６百万円（前年同四半期比３．０％減）、営業利益が

３億１千８百万円（前年同四半期比４６．３％減）となりました。

 

当社グループにおいては、中高級市場におけるトップメーカーとしての商品優位性や価値伝達によってブランド

価値を高め、競合他社との差別化を図っています。

節水便器の高い節水性能（洗浄水量３．８Ｌ）や「ウォシュレット」「ネオレスト」の快適性、デザイン性がお

客様から評価され、選ばれています。また、「ウォシュレット」は、ショールーム展示やホームページの充実、eコ

マースなど新規ルートの開拓・強化を進めています。

 

（欧州）

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が９億７千４百万円（前年同四半期比６．０％増）、営業損失が３

億３千９百万円（前年同四半期は営業損失２億６千９百万円）となりました。

 

当社グループにおいては、ドイツ、フランス、イギリスを中心に、販売チャネルの構築及び著名物件の獲得を進

めており、販売代理店におけるショールーム展示の質の向上や、施工店の開拓・拡大に注力しています。「ウォ

シュレット」や「ネオレスト」など差別化商品の認知が向上し、ホテルなどの高級現場における商品の採用が進ん

でいます。

便器などデザイン性の高い新商品を発売し、展示会やセミナー、ショールーム展示を通じてお客様への価値訴求

を強化しています。
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ｂ．新領域事業

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が７２億６百万円（前年同四半期比１５．１％増）、営業利益が７

千９百万円（前年同四半期は営業損失８千１百万円）となりました。

 

当社のオンリーワン技術を活かした「セラミック事業」、環境浄化技術「ハイドロテクト」による建材や塗料な

どを展開する「環境建材事業」を「新領域事業」として、事業活動を推進しています。

 

＜セラミック事業＞

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が５５億７千１百万円（前年同四半期比２６．５％増）、営業利益

が２億３千８百万円（前年同四半期比７９．３％増）となりました。

 

当社グループにおいては、半導体・高速光通信・表示デバイス等の先端デバイスの需要が増加したことにより、

それらの製造装置に採用されている当社セラミック製品の需要が好調に推移しています。

引き続き、生産設備の増強、開発体制の強化を進めつつ、生産性向上に取り組み、強固な事業基盤の構築を目指

しています。

 

＜環境建材事業＞

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が１６億３千４百万円（前年同四半期比１２．１％減）、営業損失

が１億５千８百万円（前年同四半期は営業損失２億１千４百万円）となりました。

 

当社グループにおいては、住宅会社向け外壁商品の取引先住宅着工の減少に伴い減収となりましたが、内装防汚

陶板「ハイドロセラ」を中心とした生産体制強化による利益改善などが進み、営業損益は改善しました。

 

■その他

＜全般＞

・タイに新たなウォシュレット生産工場を建設

ＴＯＴＯタイランド（TOTO (THAILAND) CO., LTD.）が新たに取得した敷地に、ウォシュレット生産工場（ＴＯ

ＴＯタイランド第３工場（仮称））を建設します。新工場は「ウォシュレット」の量産工場と位置付け、2018年

５月より着工し、2020年４月からの本格稼動を目指します。本工場はＴＯＴＯグループの国内外を合わせた

「ウォシュレット」生産拠点としては５拠点目、海外の生産拠点としては３拠点目になります。

 

＜社外からの評価について＞

・子育てサポート企業として「プラチナくるみん」の認定を取得

次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てサポートについて高い水準で取り組んでいる企業として、厚生労働

省より「プラチナくるみん」の認定を受けました。

 

・第29回「電波功績賞」電波産業会会長賞受賞

デザインと機能の融合を目指し、便座に隠蔽しながら人の動きまで検出できるセンサーを商品に搭載、電波の有

効利用に大きく貢献したとして、「便座用マイクロ波センサの実用化」で第29回「電波功績賞」電波産業会会長

賞を受賞しました。2018年６月現在、「便座用マイクロ波センサー」は「ネオレスト」など一部のレストルーム

商品に採用しています。

 

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
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[株式会社の支配に関する基本方針について]

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、会社の支配に関する基本方針について取締役会において次のとお

り決議しています。

 

①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの事業特性、並びに当社の企業価値の

源泉を十分理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させることができる者である

ことが必要と考えています。

当社は、1917年の創業以来、一貫して「社会の発展への寄与」を理念とする経営を行ってまいりました。水まわ

りを中心とした豊かで快適な生活文化創造にあたっては、たゆまぬ研究開発と市場開拓を行い、必要な設備や人財育

成に長期的投資を行うことによって、日本市場の中で、「環境配慮」を実現する節電・節水技術の開発、「清潔・快

適」「ユニバーサルデザイン」を実現する素材開発、「安心・信頼」を実現するビフォア・アフターサービス体制

等、総合的な事業活動による価値の創造と提供を図ってまいりました。現在では、日本市場で築いた事業モデルを活

かし、米州・アジアをはじめとする世界の水まわり市場の積極開拓により、一層の価値向上を図る一方、日本の水ま

わり市場において確固たる地位を築いたことによる供給責任にも応えています。創業以来、長きにわたり、広く社会

の発展に寄与し続けたことが、現在の当社の企業価値ひいては株主共同の利益につながっています。

当社は、公開会社として、当社株券等を保有する株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様の期待に応

え続けるためにも、これまでに築いた当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうことなく、長期にわたって持

続的に向上させていくことが必要と考えています。

そこで、特定の者又はグループによって当社株券等の大量買付行為が行われた場合には、これまで当社の企業価

値を支えていただいた株主の皆様のために、当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか

否かの判断材料の提供と検討期間を確保すると共に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないと判断され

る場合には一定の対抗措置を講じることができるように、大量買付行為に関する対応方針を定めておくことが必要と

考えています。

 

②基本方針の実現に資する取組み

（ⅰ）社是・企業理念及び中長期経営計画

当社グループは、社是「愛業至誠：良品と均質 奉仕と信用 協力と発展」とＴＯＴＯグループ企業理念「私た

ちＴＯＴＯグループは、社会の発展に貢献し、世界の人々から信頼される企業を目指します。」に基づき、広く社会

や地球環境にとって有益な存在であり続けることを目指して企業活動を推進しています。

当社の企業価値の源泉は、①高品質な製品を提供し続けてきた高度な生産技術力、②ユニットバス・ウォシュ

レット等の新たな生活文化の創造に寄与する商品やネオレスト・ハイドロテクト等の環境配慮商品を創造してきた研

究開発力、③お客様の多様なニーズにきめ細やかに対応できる高品質かつ豊富な商品群、④お客様に安心・安全・信

頼の証として認知された企業ブランド、⑤取引先との良好かつ長期的なパートナーシップに基づく販売力、⑥前記

①～⑤の維持・発展を担う従業員等にあります。

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させるため、当社グループは、2017年10月に策

定した、2018年度から始まる５ヵ年の中期経営計画「ＷＩＬＬ２０２２」を推進しています。

「ＷＩＬＬ２０２２」では、コーポレート・ガバナンスを土台に、「グローバル住設事業」「新領域事業」の２つの

事業軸と、「マーケティング革新」「デマンドチェーン革新」「マネジメントリソース革新」の３つの全社横断革新

活動により、グローバル推進体制を強化していきます。

これらの事業活動と「ＴＯＴＯグローバル環境ビジョン」がより一体となり更なる企業価値向上を目指します。

 

（ⅱ）コーポレート・ガバナンスの強化

当社グループは、経営の客観性・透明性を高め、経営責任を明確にすることによって、ステークホルダーの皆様

の満足を実現し、企業価値を永続的に向上させることが企業経営の要であると考えます。そのために、以下のとおり

コーポレート・ガバナンス体制を構築しています。

 

（a）取締役及び取締役会

取締役全員で構成する取締役会は、全社・全グループ最適視点の意思決定を行うのはもちろんのこと、ステーク

ホルダー最適視点の意思決定、及び取締役相互の職務執行監督を行っています。

また、自らの業務執行を実践していくために、取締役会議長及び社外取締役以外の取締役は執行役員を兼任して

います。（取締役兼執行役員）

社外取締役には当社グループが目指す経営を実践している先進企業の経営経験者を招聘しています。社外取締役

は経験豊富な経営者としての高い知見に基づき、経営全般について様々な助言と提言を行っています。また、取締役

の責任を明確にするため、取締役の任期を１年としています。

 

（b）監査役及び監査役会
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監査役全員で構成する監査役会は、取締役の職務の執行に関して、適法性及び妥当性の観点から監査を行ってお

り、取締役会をはじめとする主要会議に出席し、必要に応じて意見の表明を行うと共に、監査方針に則り各拠点に赴

き監査を行っています。また、取締役との定期的な意見交換など、監査役の監査が実効的に行われることを確保する

ための体制を整備しています。

社外監査役には、企業財務・企業法務等の専門性や企業経営に係る高度な見識・経験を保持している方を招聘

し、取締役会の意思決定や取締役の業務執行について客観的かつ公正な立場から監査を行っています。

 

（c）報酬諮問委員会

報酬諮問委員会は、取締役の基本報酬、年次賞与、株式報酬型ストック・オプションの決定プロセスと配分バラ

ンスが、定款、株主総会決議事項及び取締役報酬基本方針に沿ったものであることの確認並びにその活動を通じて取

締役報酬の妥当性・客観性確保に資することを目的として設置しています。

委員は過半数を社外委員とすることとし、取締役会にて委員及び委員長を選任しています。委員会は、独立役員

５名を含む社外委員６名と、社内委員として代表権をもたない取締役１名で構成し、委員長は社外委員から選任して

います。

 

（d）指名諮問委員会

指名諮問委員会は、取締役及び監査役人事に関する審議・確認等を通じて、当社の経営の客観性及び透明性の確

保に資することを目的とし、株主総会に提出する社外取締役・社外監査役を含む取締役又は監査役候補者の選任及び

解任に関する議案を取締役会に答申するために設置しています。

委員は半数以上を社外委員とすることとし、取締役会にて委員及び委員長を選任しています。委員会は、独立役

員５名を社外委員、及び代表取締役２名を社内委員として構成し、委員長は代表取締役社長執行役員としています。

 

（e）特別委員会

特別委員会は、「当社株式の大量買付行為に関する対応方針」（買収防衛策、以下、「本プラン」という）の導

入に伴い設置するものであり、取締役会に対し本プランに基づく対抗措置の発動又は不発動に関する勧告を行いま

す。公正性及び中立性の確保に資するため、当社の社外取締役、社外監査役により構成されています。

 

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組

み

大量買付行為に際して、株主の皆様が当社株式の売却、すなわち大量買付行為を受け入れるか否かの判断を適切

に行っていただくためには、大量買付者から提供される情報のみならず、当該行為が当社に与える影響や、大量買付

者が当社の経営に参画した場合の経営方針、事業計画の内容等の必要かつ十分な情報、及び当該大量買付行為に対す

る当社取締役会の評価・意見等も含めた十分な情報が提供されることが不可欠であると考えています。

そこで、当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保に資するため、「当社株式の大量買付行為に関

する対応方針」（買収防衛策、以下、「本プラン」という）を導入しています。

本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請すると共に、係る手続に

従わない大量買付行為がなされる場合や、係る手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、係る大量買付行為に対する対抗措置として、

新株予約権の無償割当て（会社法第277条以下に規定されています。）の方法により、当社取締役会が定める一定の

日における株主に対して新株予約権を無償で割り当てるというものです。

本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」という）には、（ⅰ）大量買付者及びその

関係者による行使を禁止する行使条件や、（ⅱ）当社が本新株予約権の取得と引き換えに大量買付者及びその関係者

以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されています。

 

④本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社役員の地位の維持を目的とす

るものでないことについて

当社取締役会は、以下の理由から上記③の取り組みが当社の上記①の基本方針及び企業価値ひいては株主共同の

利益の確保に資するものであり、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しています。
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（ⅰ）買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していると考えられること

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上の

ための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（「企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則」「事前開示・

株主意思の原則」「必要性・相当性の原則」）を完全に充足しており、また、株式会社東京証券取引所の定める買収

防衛策の導入に係る諸規則の趣旨に合致したものです。なお、本プランは、2008年６月30日に公表された、経済産業

省の企業価値研究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も勘案しています。

 

（ⅱ）当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としていること

本プランは、当社株券等に対する大量買付行為がなされた際に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の

皆様が判断し、また、当社取締役会が株主の皆様のために代替案を提示し、大量買付者と交渉を行うこと等を可能と

するために必要な情報や時間を確保することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させるこ

とを目的とするものです。

 

（ⅲ）株主意思を重視するものであること

（a）本プランの更新にあたっては、定時株主総会において株主の皆様の承認をお諮りします。また、本プランの有

効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時

点で廃止されることとなります。

 

（b）本プランは、本プランに基づく対抗措置の発動又は不発動の決定を株主の皆様が取締役会に委ねる前提とし

て、当該対抗措置の発動条件を個別の場合に応じて具体的に設定し、株主の皆様に示すものです。加えて、当社取締

役会は、本プランに従い対抗措置を発動するか否かの判断を行うにあたり、株主の皆様の意思を尊重する趣旨から必

要かつ相当であると判断した場合には、株主意思確認総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することとしていま

す。従って、当該発動条件に従った対抗措置の発動は、株主の皆様のご意向が反映されたものとなります。

 

（ⅳ）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、特別委

員会を設置します。なお、特別委員会は、当社社外取締役、社外監査役又は社外有識者により構成されます。

加えて、当社取締役会が特別委員会の勧告を最大限尊重したうえで決定を行うことにより、当社取締役会が恣意

的に本プランに基づく対抗措置の発動を行うことを防ぐと共に、特別委員会の判断の概要については適時かつ適切に

株主の皆様等に情報開示することとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるべく

本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

 

（ⅴ）合理的な客観的要件の設定

本プランは、予め定められた合理的かつ客観的な要件が充足されなければ発動されないように設定されており、

取締役会による恣意的な発動を防止できる仕組みを確保しています。

 

（ⅵ）外部専門家等の意見の取得

本プランにおいては、大量買付者が出現した場合、取締役会及び特別委員会が、当社の費用で外部専門家等の助

言を得ることができることとされています。これにより、取締役会及び特別委員会による判断の公正性及び客観性が

より強く担保される仕組みが確保されています。

 

（ⅶ）デッド・ハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができるこ

ととしており、デッド・ハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できな

い買収防衛策）ではありません。また、当社は、取締役任期を１年としており、期差任期制度を採用していないた

め、本プランは、スロー・ハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができずその発動を阻

止するのに時間が掛かる買収防衛策）でもありません。

EDINET提出書類

ＴＯＴＯ株式会社(E01138)

四半期報告書

 8/22



(３）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、５１億１千７百万円です。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 700,000,000

計 700,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（2018年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2018年８月６日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 176,981,297 176,981,297

㈱東京証券取引所

（市場第一部）

㈱名古屋証券取引所

（市場第一部）

福岡証券取引所

単元株式数

100株

計 176,981,297 176,981,297 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2018年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれていません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

2018年４月１日～

2018年６月30日
－ 176,981 － 35,579 － 29,101

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2018年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしています。

①【発行済株式】

2018年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

7,695,900
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

169,035,400
1,690,354 －

単元未満株式
普通株式

249,997
－

１単元（100株）未満

の株式

発行済株式総数 176,981,297 － －

総株主の議決権 － 1,690,354 －

（注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,500株含まれています。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数35個が含まれています。

②【自己株式等】

2018年６月30日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ＴＯＴＯ株式会社
北九州市小倉北区

中島二丁目１番１号
7,695,900 － 7,695,900 4.35

計 － 7,695,900 － 7,695,900 4.35

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しています。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2018年４月１日から2018

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。

なお、新日本有限責任監査法人は2018年７月１日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更していま

す。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 103,728 82,989

受取手形及び売掛金 95,883 85,388

商品及び製品 39,947 46,801

仕掛品 12,207 13,880

原材料及び貯蔵品 15,024 15,195

その他 11,261 15,577

貸倒引当金 △206 △185

流動資産合計 277,845 259,647

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 79,503 81,216

土地 27,211 27,148

その他（純額） 82,226 81,959

有形固定資産合計 188,940 190,324

無形固定資産   

のれん 31 6

その他 16,967 17,017

無形固定資産合計 16,999 17,023

投資その他の資産   

投資有価証券 64,521 66,571

その他 16,272 15,633

貸倒引当金 △260 △258

投資その他の資産合計 80,533 81,946

固定資産合計 286,473 289,294

資産合計 564,319 548,942
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 79,452 68,603

短期借入金 23,808 25,600

未払法人税等 3,315 2,238

製品点検補修引当金 86 66

事業再編引当金 663 590

その他 68,995 77,004

流動負債合計 176,322 174,103

固定負債   

長期借入金 3,011 2,263

退職給付に係る負債 39,569 33,359

その他 3,195 3,133

固定負債合計 45,776 38,755

負債合計 222,099 212,859

純資産の部   

株主資本   

資本金 35,579 35,579

資本剰余金 29,216 29,216

利益剰余金 256,351 255,119

自己株式 △14,248 △14,248

株主資本合計 306,898 305,666

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,815 21,364

為替換算調整勘定 10,999 5,564

退職給付に係る調整累計額 △4,460 △4,144

その他の包括利益累計額合計 26,354 22,783

新株予約権 509 508

非支配株主持分 8,456 7,124

純資産合計 342,219 336,082

負債純資産合計 564,319 548,942
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日
　至　2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

売上高 131,694 132,451

売上原価 83,172 83,643

売上総利益 48,521 48,808

販売費及び一般管理費 41,536 42,427

営業利益 6,985 6,381

営業外収益   

受取利息 418 497

受取配当金 688 796

持分法による投資利益 255 244

為替差益 276 580

その他 255 170

営業外収益合計 1,893 2,290

営業外費用   

支払利息 11 12

売上割引 315 311

固定資産除却損 94 120

その他 153 193

営業外費用合計 575 639

経常利益 8,303 8,031

特別利益   

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

土地等売却損 0 7

会員権売却損 0 －

特別損失合計 0 7

税金等調整前四半期純利益 8,303 8,024

法人税、住民税及び事業税 3,233 3,365

法人税等調整額 △1 △363

法人税等合計 3,232 3,002

四半期純利益 5,071 5,022

非支配株主に帰属する四半期純利益 228 159

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,842 4,863
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日
　至　2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

四半期純利益 5,071 5,022

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,276 1,551

為替換算調整勘定 △3,644 △6,069

退職給付に係る調整額 152 276

持分法適用会社に対する持分相当額 △200 △406

その他の包括利益合計 △1,415 △4,648

四半期包括利益 3,655 374

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,544 1,292

非支配株主に係る四半期包括利益 111 △917
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【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を当第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しています。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりです。

 

 
前第１四半期連結累計期間
（自 2017年４月１日
至 2017年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 2018年４月１日
至 2018年６月30日）

減価償却費 5,076百万円 5,655百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
 配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年５月19日

取締役会
普通株式 5,751 34.0 2017年３月31日 2017年６月６日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
 配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年５月18日

取締役会
普通株式 6,094 36.0 2018年３月31日 2018年６月５日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

 グローバル住設事業

 

日本住設事業

中国・アジア住設事業 米州・欧州住設事業

計
 中国

アジア・

オセアニア
米州 欧州

売上高       

外部顧客への売上高 95,020 15,070 6,759 7,594 919 125,364

セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,396 4,501 4,214 22 3 10,138

計 96,417 19,572 10,973 7,616 923 135,502

セグメント利益又はセ

グメント損失（△）
2,259 3,918 1,364 593 △269 7,866

 

         

 報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

 新領域事業

計
 

セラミック

事業

環境建材

事業
計

売上高         

外部顧客への売上高 4,404 1,858 6,262 131,627 66 131,694 － 131,694

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 331 331 10,469 12 10,481 △10,481 －

計 4,404 2,189 6,593 142,096 78 142,175 △10,481 131,694

セグメント利益又はセ

グメント損失（△）
133 △214 △81 7,784 40 7,824 △839 6,985

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等です。

     ２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△839百万円は、各セグメントに配分していない全

社費用です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究等に係る費用です。

     ３．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

 

 

EDINET提出書類

ＴＯＴＯ株式会社(E01138)

四半期報告書

18/22



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

 グローバル住設事業

 

日本住設事業

中国・アジア住設事業 米州・欧州住設事業

計
 中国

アジア・

オセアニア
米州 欧州

売上高       

外部顧客への売上高 94,421 16,022 6,400 7,366 974 125,186

セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,796 4,911 5,259 7 10 11,985

計 96,218 20,934 11,660 7,373 985 137,171

セグメント利益又はセ

グメント損失（△）
1,494 4,338 1,327 318 △339 7,139

 

         

 報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

 新領域事業

計
 

セラミック

事業

環境建材

事業
計

売上高         

外部顧客への売上高 5,571 1,634 7,206 132,392 59 132,451 － 132,451

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 321 321 12,306 12 12,319 △12,319 －

計 5,571 1,956 7,527 144,699 71 144,770 △12,319 132,451

セグメント利益又はセ

グメント損失（△）
238 △158 79 7,219 10 7,229 △848 6,381

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等です。

     ２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△848百万円は、各セグメントに配分していない全

社費用です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究等に係る費用です。

     ３．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下

のとおりです。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 2017年４月１日
至 2017年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 2018年４月１日
至 2018年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益（円） 28.63 28.73

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 4,842 4,863

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益（百万円）
4,842 4,863

普通株式の期中平均株式数（千株） 169,154 169,285

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益（円） 28.55 28.67

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（千株） 440 326

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

－ －

 

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

2018年５月18日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議しました。

(イ）配当金の総額………………………………………6,094百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………36円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2018年６月５日

 （注） 2018年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2018年８月３日

ＴＯＴＯ株式会社

取締役会 御中
 

EY新日本有限責任監査法人
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 堺   昌義   印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 芳野 博之   印

  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 内野 健志   印

 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＴＯＴＯ株式会

社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2018年４月１日から2018年６月

30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＴＯＴＯ株式会社及び連結子会社の2018年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しています。

    ２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

ＴＯＴＯ株式会社(E01138)

四半期報告書

22/22


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	３経営上の重要な契約等

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

